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○ 取扱い

原則として、根分岐部に係る疾患がないヘミセクション（分割抜歯）の

算定を認める。

○ 取扱いの根拠

ヘミセクションは、歯科疾患によって歯の保存が可能な歯根を残して分

割抜歯する手術であり、根分岐部以外の病変であっても一部の歯根が保存

できない状態である場合は、当該手術を行うことが臨床上あり得るものと

考えられる。


